
 

『Ｒ４年度税制改正要望－金融庁 相続時の上場株式評価見直し他』 
 

 金融庁はこのほど、令和４年度税制改正要望項目をホームページに掲載した。主な要望テーマとし

て、「投資しやすい環境の整備と更なるデジタル化の推進」を上げ、以下の項目を要望している。 

 （１）金融所得課税の一体化（金融商品に係る損益通算範囲の拡大）：金融商品に係る損益通算範囲

をデリバティブ取引・預貯金等まで拡大すること 

 （２）上場株式等の相続税に係る見直し：相続財産となった上場株式等は、原則として相続時点の時

価で評価されるが、上場株式等については、相続税評価方法等の見直しを行うこと。また、物納の場合

の手続についても、要件の見直しを行うこと 

 （３）信託における特定口座利用の明確化（認知症等における投資者保

護）：認知症等の発症に備え、事前に特定口座を開設し、金融機関と信託契

約を締結することが税法上不明確なので、特定口座で管理されている上場

株式等については、金融機関に信託できる旨を明確化すること 

 （４）税務手続の更なるデジタル化の推進：税務手続の更なるデジタル化を

進めるため、金融機関と税務当局との手続については、税務当局において

即時に利活用可能なデータフォーマットによる送信を可能とするなど、所要

の措置を講じること、等 

 

 『納税行政のデジタル化 確定申告が変わる―政府税調』 

 
 政府税調では先般、第６回の納税環境整備に関する専門家会合が開かれた。６月に国税庁が発表し

た「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション―税務行政の将来像２．０―」にあるように、デジタルを

活用した、国税に関する手続や業務のあり方の抜本的な見直しが図られる。申告・申請等の簡便化、自

己情報のオンライン確認、チャットボットの充実、プッシュ型の情報配信などにより納税者の利便性が向

上し、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指す。中でも申告については、マイナポー

タルからログインし、給与や年金の額、医療費の支払額等のデータを自動で取り込んで所得税を自動

計算し、数回の操作で申告が完了する仕組みを実現させる。各データの

うち、特定口座取引の取引金額、生命保険料の保険料支払い額、住宅

ローンの年末残高についてはすでに１月から一部の証券会社、保険会

社、金融機関で対応が始まっており、順次拡大する見込み。一方、申告内

容の自動チェック、ＡＩ・データ分析の活用、照会等のオンライン化、Ｗｅｂ

会議システム等の活用などによる課税・徴収の効率化・高度化で、租税

回避や消費税不正還付、大口・悪質事案への対応や、富裕層に対する

適正課税の確保が比較的容易になることが期待される。 
 
 出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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